
生活困窮者自立支援制度の動向

平成２９年６月１２日

厚生労働省社会・援護局地域福祉課

生活困窮者自立支援室
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27年度 28年度

新規相談受付件数 約22.6万人 約19.8万人
自立のためのプラン作成件数 約5.6万人 約6.0万人
就労支援対象者数 約2.8万人 約2.9万人
就労者数 約2.1万人 約2.3万人
増収者数 約0.7万人 約0.6万人
就労・増収率 － 71％

生活困窮者自立支援制度の体系

自立相談
支援事業

( ：902自治体）

「中間的就労」の推進

「住居確保給付金」の支給

就労準備支援事業

なお一般就労が困難な者

必須

ハローワークとの一体的支援

任意

必須

事業費182億円
（国費３／４）

事業費23億円（国費３／４）

事業費29億円（国費２／３）
包括的な相談支援

１

２

３

４ 一時生活支援事業 任意

事業費34億円（国費２／３）

５ 家計相談支援事業 任意

事業費21億円（国費１／２）

６ 子どもの学習支援事業 任意

事業費70億円（国費１／２）

住居

就労

緊急支援

家計再建

貧困連鎖
防止 33%→47%

実施自治体割合
H27年度→H28年度

27%→39%

20%→26%

22%→34%

制度の概観

支援実績

○ 平成28年10月より、有識者からなる検討会を開催し、施行後３年時の見直
しを検討し、本年３月に「生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理」
をとりまとめ。

○ 現在、社会保障審議会に設置した部会（生活困窮者自立支援及び生活保
護部会）において、この論点整理を踏まえた生活困窮者自立支援法の見直
しに向けた検討を深めている。

【参考】 生活困窮者自立支援法（抄） 附則
第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、
生活困窮者に対する自立の支援に関する措置の在り方について総合的に検討を加え、
必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

H28.4～H29.2

生活困窮者自立支援法における支援状況等

○ 事業の実施主体である福祉事務所設置自治体において、必須事業である自立相談支援や住居確保給付金の支給の実施によ
り、支援を要する人が相談支援等につながり、また、就労準備支援や家計相談支援等の任意事業の実施率も伸びるなど、制度
が着実に定着し始めている。
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○ ９０１自治体の新規相談件数の分布を１０区分に分け、各区分に属する自治体の「支援員一人あたり人口
（平均値）」と各区分の関係を見ると、「支援員一人あたり人口」が小さい（＝人口規模に対する配置支援員数
が多い）ほど、新規相談件数が多い区分となる傾向が見られる。
※支援員一人あたり人口（平均値）･･･「新規相談件数」の各区分に属する自治体の「支援員一人あたり人口」の平均値。

新規相談
件数の
区分
【右表】

支援員1
人あたり
人口
（H27年
度実績）
平均

相関係数：－０．７９

区分
No

新規相談件数
（10万人あたり）

サンプル
数（n）

10 45～50件未満 2
9 40～45件未満 4
8 35～40件未満 12
7 30～35件未満 26
6 25～30件未満 64
5 20～25件未満 99
4 15～20件未満 157
3 10～15件未満 259
2 5～10件未満 187
1 0～5件未満 74

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0 50,000 100,000 150,000 200,000

相関係数：－０．１６

（参考）９０１自治体の分布

相関係数（¦R¦）と相関関係
1.0≧¦R¦≧0.7 ： 高い相関がある
0.7≧¦R¦≧0.5 ： かなり高い相関がある
0.5≧¦R¦≧0.4 ：中程度の相関がある
0.4≧¦R¦≧0.3 ： ある程度の相関がある
0.3≧¦R¦≧0.2 ： 弱い相関がある
0.2≧¦R¦≧0.0 ： ほとんど相関がない

新規相談
件数（件）

支援員1人あたり人口（H27年度実績）

支援員配置と新規相談件数の関係



任意事業の実施状況
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就労準備支援事業 一時生活支援事業

家計相談支援事業 子どもの学習支援事業

100自治体

244自治体
(27％)

355 自治体
(39％)
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57自治体

176自治体
(20％)

236自治体
(26％)
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80自治体

200自治体
(22％)

304自治体
(34％)
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184自治体

301自治体
(33％)

423自治体
(47％)
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（出典）平成27年度は、平成27年度自立相談支援事業等実績調査（生活困窮者自立支援室）。

平成28年度は、平成28年度生活困窮者自立支援制度の実施状況調査（生活困窮者自立支援室）。

○ 平成２８年度の任意事業の実施自治体数は、平成２７年度の実施自治体数と比較して、大幅に増加してい
る。



○ 平成２８年度の任意事業の実施状況を都道府県別に見ると、いずれも大きなばらつきがある。実施割合の
高い都道府県では、都道府県が共同実施等のリーダーシップを発揮している事例がみられる。

（１）就労準備支援事業 実施割合

（２）家計相談支援事業 実施割合

１－２ 任意事業の実施状況 （※実施予定を含む）
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任意事業の実施状況（都道府県別の状況①）

4
（出典）平成28年度生活困窮者自立支援制度の実施状況調査（生活困窮者自立支援室）。



（３）一時生活支援事業 実施割合

（４）子どもの学習支援事業 実施割合

１－２ 任意事業の実施状況 （※実施予定を含む）
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全国実施割合 26％

全国実施割合 47％

任意事業の実施状況（都道府県別の状況②）

5（出典）平成28年度生活困窮者自立支援制度の実施状況調査（生活困窮者自立支援室）。



生活困窮者
自立支援制度
（自立相談支援機関）

○ 生活困窮者自立支援制度においては、自立相談支援事業を中核に、任意事業の活用や他制度との連携により、本人の状態
像に応じたきめ細かい支援を実施することが重要。

○ また、地域資源の開発に当たっても、他制度のネットワークや他機関と連携することが重要。

生活保護
（福祉事務所）

障害保健福祉施策
（障害者就業・生活支援セン
ター等）

介護保険
（地域包括支援セ
ンター等）

多重債務者対策
（多重債務者相談窓口、
法テラス、弁護士会等）

子ども・若者育成支援施策
（子ども・若者支援地域協議会等）

住宅施策
（居住支援協議会）

地域福祉施策
（社会福祉協議会、民生委員・
児童委員、よりそい
ホットライン等）

労働行政
（ハローワーク、

地域若者サポートス
テーション等）

国民年金保険
料免除制度

教育施策
（教育委員会、
スクールソー
シャルワーカ
ー等）

矯正施設
（保護観察所等）

・必要に応じ、生活保護へのつなぎ、生活保護脱却後
の困窮者制度の利用（連続的な支援）

・ひとり親家庭特有の課題や、複合的な課題へ
の連携した対応
・児童養護施設退所後の子どもの支援 等

・介護保険制度の要介護、要支
援にとどまらない、世帯の生活
課題への連携した対応

・地域ネットワークの整備等に係
る連携 等

・本人の意向を踏まえつつ、障害の可能
性や世帯の生活課題への連携した対
応

・障害者支援に係る専門性の生活困窮
者支援への活用
・認定就労訓練事業の担い手確保 等・地域住民相互の支え合い等

インフォーマルな支援の創出
・地域のネットワーク強化 等

・住居に関する課題への連
携した対応

・支援調整会議と子ども・若
者支援地域協議会の連
携（共同開催等）

・子ども・若者総合相談セン
ターとの連携

・多重債務者に対する専門
的な支援との連携

・ハローワークとのチーム支援やハロー
ワークのノウハウの活用
・求職者支援制度の活用

・納付相談に訪れる者のつなぎ

・国民年金保険料免除制度の周
知 等

・農林水産分野における就労
の場の確保

・矯正施設出所者に対する自立相
談支援機関の情報提供 等

・子どもの状況の背景にある世帯
の生活課題への対応
・高等学校等の修学支援 等

連携通知（注）で示した連携の例

※上記の例にとどまらず、本人の自立支援に資する他制度と連携した支援のあり方については国や自治体において引き続き検討していく。

（注）「生活困窮者自立支援制度と関係制度等との連携について」
（平成27年3月27日付け事務連絡） 等

ひとり親家庭
等福祉対策、
児童福祉施策
（福祉事務所、
児童養護施設等）

農林水産
分野

・自殺の危険性が高い者への
連携した対応

国民健康保険制
度・後期高齢者医
療制度

自殺対策施策
（自殺予防に関する
相談窓口、地域自
殺対策推進セン
ター）

ひきこもり
地域支援
センター等

・ひきこもり状態にある者への
連携した対応

・納付相談に訪れる者のつなぎ
・所得の低い世帯への配慮措置の周知や申請援助
・保険料（税）滞納者への連携した対応

6

生活困窮者自立支援制度における他制度との連携について



関係機関との連携状況について

○ 関係機関との連携は、初年度から２８年度にかけて着実に進展している。
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
生活保護
高齢者福祉
障害者福祉
児童福祉
ひとり親
保健
年金
国保

市町村税
市町村営住宅

消防
教育委員会

水道
自殺対策担当
ハローワーク
年金事務所

都道府県営住宅
児童相談所

学校
地域若者サポステ

ＤＶ関係
社会福祉協議会

民生委員
自治会

電気・ガス等
ひきこもり支援ｾﾝﾀｰ
地域自殺対策ｾﾝﾀｰ
よりそいホットライン

弁護士会・司法書士会
消費生活センター

警察
地域定着支援センター

病院関係者
居住支援協議会等

シルバー人材センター
保育所等子育て関係事業者

◆困窮制度概要の共有 ◆つなぐ対象者像の明確化 ◆ 実際につながった実績

（資料出所）平成２８年度自立相談支援事業と関係機関等の連携状況に関するアンケート（H29.2実施、厚生労働省生活困窮者自立支援室）

28年度 n=902
27年度 n=901
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○生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）附則
（検討）
第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、生活困窮者に対する自立の支援に関す

る措置の在り方について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとす
る。
◆経済・財政再生計画 改革工程表（平成２８年１２月２１日経済財政諮問会議決定）（抄）

～2016年度
2019
年度2017年度 2018

年度

自立相談支援事業に
おける生活困窮者の
年間新規相談件数
【2018年度までに40
万件】

自立生活のためのプ
ラン作成件数【2018
年度までに年間新規
相談件数の50％】

自立生活のためのプ
ランに就労支援が盛
り込まれた対象者数
【2018年度までにプ
ラン作成件数の
60％】

自立相談支援機関が
他機関・制度へつな
いだ（連絡・調整や同
行等）件数【見える
化】

就労支援プラン対象者
のうち、就労した者及び
就労による収入が増加
した者の割合【2018年度
までに75％】

継続的支援対象者の１
年間でのステップアップ
率
（※）【2018年度までに
90％】
（※）「自立意欲等」
「経済的困窮」「就
労」に関する状況が改
善している者の割合

生活困窮者自立支援制
度の利用による就労者
及び増収者数増加効果
【見える化】

任意の法定事業及び法
定外の任意事業の自治
体ごとの実施状況【見
える化】

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

KPI
（第一階層）

KPI
（第二階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

集中改革期間

≪厚生労働省≫

生活困窮者自立支援制度や求職者支援制度を効率的・効果的に運営する中で、就労・増収等を通じた自立を促進する
ため、地方自治体等において対象者の状態に合わせて適切に求職者支援制度の利用を促す

2017年度の次期生活保護制度の在り方の検討に
合わせ、第２のセーフティネットとしての生活困窮者
自立支援制度の在り方について、関係審議会等に
おいて検討し、検討の結果に基づいて必要な措置
を講ずる（法改正を要するものに係る2018年通常国
会への法案提出を含む）

＜㊸生活困窮者自立支援制度の着実な推進＞

生活困窮者自立支援法の検討について



○生活保護法の一部を改正する法律（平成二十五年法律第百四号）附則
（検討）
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、第一条及び第二条の規定による改正後の生活保護法の規定の施行の状

況を勘案し、同法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措
置を講ずるものとする。

◆経済・財政再生計画 改革工程表（平成２８年１２月２１日経済財政諮問会議決定）（抄）

～2016年度
2019
年度2017年度 2018年度

就労支援事
業等の参加
率 【2018 年
度 ま で に
60％】

医療扶助の
適正化に向
けた自治体
における後
発医薬品使
用促進計画
の 策 定 率
【100％】

頻回受診対
策を実施す
る自治体
【100％】

就労支援事業等に参加した者のう
ち、就労した者及び就労による収入
が増加した者の割合【2018年度ま
でに50%】

「その他世帯」の就労率（就労者の
いる世帯の割合）【2018年度まで
に45%】

就労支援事業等を通じた脱却率
【見える化】

就労支援事業等の自治体ごとの取
組状況【見える化】

「その他世帯」の就労率等の自治
体ごとの状況【見える化】

生活保護受給者の後発医薬品の
使用割合【2017年央までに75％。
2017年央において、医療全体の
目標の達成時期の決定状況等を
踏まえ、80％以上とする時期に
ついて、2018年度とすることを
基本として、具体的に決定する】

頻回受診者に対する適正受診指導
による改善者数割合【2018年度に
おいて2014年度比２割以上の改
善】

生活保護受給者一人当たり医療扶
助の地域差【見える化】

後発医薬品の使用割合の地域差
【見える化】

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

KPI
（第一階層）

KPI
（第二階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

≪厚生労働省≫

生活保護からの就労・増収等を通じた脱却を促進するため、就労支援を着実に実施しつ
つ、各種制度について、効率的かつ効果的なものとなるよう、就労意欲の向上の観点等
を踏まえて不断に見直し、生活保護制度の適正化を推進

頻回受診等に係る適正受診指導の徹底等による医療扶助の適正化を推進

生活保護受給者の後発医薬品の使用割合について、2017年央までに75％とするとともに、2017年央において、医療全体の目標
の達成時期の決定状況等を踏まえ、80％以上とする時期について、2018年度とすることを基本として、具体的に決定する

＜㊷平成29年度の次期生活扶助基準の検証に合わせた年齢、世帯類型、地域実態等を踏まえた
真に必要な保護の在り方や更なる自立促進のための施策等、制度全般について予断なく検討し、
必要な見直し＞

＜㊵就労支援を通じた保護脱却の推進のためのインセンティブ付けの検討など自立支援に十分取り組む＞

＜㊶生活保護の適用ルールの確実かつ適正な運用、医療扶助をはじめとする生活保護制度の更なる適正化＞

生活保護受給者に対する健康管理支援の在り方を検討

集中改革期間

2017年度の次期生活扶助基準の検証に合わせ、自立支
援の推進等の観点から、生活保護制度全般について、
関係審議会等において検討し、検討の結果に基づいて
必要な措置を講ずる（法改正を要するものに係る2018年
通常国会への法案提出を含む） 9

生活保護法の検討について



～平成２９年４月 平成２９年５月～１２月
平成
３０年

生活困
窮者自
立支援
法

生活保
護法

生活保
護基準
の改定

生活困窮者自立支
援のあり方等に関す
る論点整理のため
の検討会（平成２８
年１０月～平成２９
年３月）

テーマごとの検討

生活保護受給者の健康管理
支援等に関する検討会（平成
２８年７月～平成２９年４月）

生活保護受給者の宿泊施設
及び生活支援の在り方に関
する意見交換会（平成２８年
１０月～平成２９年４月）

基準部会
（平成２８年５月～）

（２８年度は
検証方法の検討）

生活保護基準に関する検証

社会保障審議会
生活困窮者自立支援及び生活保護部会

※平成３０年通常国会への生活困窮者自立支援法及び生活保護
法改正法案の提出を含め検討
（主な検討事項）

国と地方の協議（平成２９年２月～）

生活保護法

○ 就労支援のあり方 ○ 子どもの貧困への対応
○ 健康管理のあり方、医療扶助の更なる適正化
○ 無料低額宿泊所等の規制、単独で自立した生活が困難
な者に対する生活支援の検討 等

両法に係る検討経過と今後の検討の枠組み

10

生活困窮者自立支援法

○ 自立相談支援のあり方 ○ 就労支援のあり方
○ 家計相談支援のあり方 ○ 子どもの貧困への対応
○ 一時生活支援のあり方 ○ 居住支援のあり方
○ 高齢者に対する支援のあり方
○ 制度理念、自治体等の役割 等

改
正
法
案
提
出



２．今後さらなる対応を要する課題と主な論点
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「生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理」について（概要）



家計相談支援のあり方に関する論点（抜粋）

（家計相談支援の必要性・効果）
○ 家計相談支援事業の専門的手法は、生活困窮からの脱却に不可欠であり、地方自治体の任意で行われる
事業ではなく、必須とされるべきではないか。

○ 家計相談支援を自立相談支援事業の中でも行えるとの意見もあるが、的確な収支把握、それに基づく将来
の見通しの作成、家計状況に関するモニタリング（伴走支援）といった専門的な内容までは実施できていない
のではないか。

（課題）
○ 未実施自治体にとっては、補助率（２分の１）が事業化における課題となっているのではないか。

○ 家計相談支援事業実施自治体においても、自立相談支援事業における利用の促し方等、事業間の連携上
の課題があるのではないか。

○ このことから、家計相談支援を必須とするに当たっては、自立相談支援事業の機能として位置付けるか、別
事業とすべきかが重要ではないか。なお、この点については、自立相談支援事業の中に位置付け相談支援に
織り込んだ方が現場としては取り組みやすいのではないか、自立相談支援事業の中に専門職として位置付け
てはどうか、地域ごとに体制を吟味できる方がよいのではないかといった意見があった。

○ 家計相談支援事業についても、利用による効果は明らかであるのに利用者に躊躇があるとすれば、利用を
後押しできるよう、本人が実感できる効果（例：滞納している税・公共料金等の分納計画作成支援を受けられる
等）と組み合わせていくことが必要ではないか。

（生活福祉資金との連携）
○ 生活福祉資金の貸付に当たり、家計相談支援事業を活用していくべきではないか。
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